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みなとVISAカード＆みなとマスターカード会員規

約 

第１部 一般条項 

第２章 カードの管理 

第１４条（カード利用の一時停止等） 

（略） 

９. 当社は、当社が合併、株式交換、会社分割、事

業譲渡その他の組織再編を実施しあるいは実施し

ようとする場合であって、貸金業法、割賦販売法そ

の他の法令の確実な遵守のためカードの利用停止

が必要と判断する場合には、事前に当社が相当と認

める方法で告知の上、一定期間カードショッピン

グ、キャッシングリボおよび海外キャッシュサービ

スの全部または一部の利用を停止することができ

るものとします。 

第３章 カード利用代金等の決済方法 

第１６条（代金決済口座及び決済日） 

（略） 

４．本会員が当社に支払うべき債務のうち第３８条

に定めるキャッシングリボ返済元金及び第４３条

に定める海外キャッシュサービスの返済元金につ

いて本条第１項で本会員が指定する決済口座から

の口座振替、引落としまたは自動払込みの結果を当

社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払

いが完了したことを確認するまでは、当社は当該返

済元金を第９条第６項に定める未決済残高から減

算しないものとします。 

第４章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退

会等 

第２１条（期限の利益の喪失） 

(略) 

２．本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞

した場合及び第２２条第１項の規定（但し、第２２

条第１項第６号・第７号・第８号の事由に基づく場

合を除きます）により会員資格を取消された場合、

リボルビング払い、分割払い、２回払い及びボーナ

ス一括払いに係る債務を除く当該債務について当

然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支
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払うものとします。 

(略) 

第２３条（退会） 

１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金

融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する

方法または電話により当社に届出を行う方法等の

当社所定の方法により届出るものとします。この場

合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会

員全員のカード及び貸与されたチケット等を当社

に返却するものとします。また、債務全額を弁済し

ていただくこともあります。 

第２部 カードによる取引と利用代金の支払 

第３章 加盟店との取引上の問題とカード利用代

金の支払い 

第３５条（支払停止の抗弁） 

(略) 

②商品等に破損、汚損、故障、欠陥、その他の種類

又は品質、数量 に関して契約の内容に適合しない

場合があること。 

第３部 キャッシング条項 

＜繰上返済の可否及び方法＞ 

１回

払い

リボ

ルビ

ング

払い

分割

払い

キャ

ッシ

ング

リボ

海外

キャ

ッシ

ュ

サー

ビス

当社が別途定める期

間において、当社の

提携金融機関の日本

国内のATM等から入

金して返済する方法

× ○ × ○

○

（全

額返

済の

み可）

当社が別途定める期

間に事前に当社に申

出ることにより、支

払期日に口座振替に

より返済する方法 

× ○ × ○ ×

うものとします。 

(略) 

第２３条（退会） 

１．本会員が退会をする場合は、当社の指定する金

融機関または当社に所定の届出用紙を提出する方

法または電話により当社に届出を行う方法等の当

社所定の方法により届出るものとします。この場

合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会

員全員のカード及び貸与されたチケット等を当社

に返却するものとします。また、債務全額を弁済し

ていただくこともあります。 

第２部 カードによる取引と利用代金の支払 

第３章 加盟店との取引上の問題とカード利用代

金の支払い 

第３５条（支払停止の抗弁） 

(略) 

②商品等に瑕疵（欠陥）があること。 

第３部 キャッシング条項 

＜繰上返済の可否及び方法＞ 

１回

払い

リボ

ルビ

ング

払い

分割

払い

キャ

ッシ

ング

リボ

海外

キャ

ッシ

ュ

サー

ビス

当社が別途定める期

間において、当社の

提携金融機関の日本

国内のATM等から入

金して返済する方法

× ○ × ○

○

（全

額返

済の

み可）

当社が別途定める期

間に事前に当社に申

出のうえ、振込等に

より当社指定口座へ

入金する方法（振込

手数料はご負担いた

○ ○

○

（全

額返

済の

み可）

○ ○

（変更）

（変更）

（追加）
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当社が別途定める期

間に事前に当社に申

出のうえ、振込等に

より当社指定口座へ

入金する方法（振込

手数料はご負担いた

だきます） 

○ ○

○

（全

額返

済の

み可）

○ ○

当社へ現金を持参し

て返済する方法 
○ ○

○

（全

額返

済の

み可）

○ ○

(略) 

（２０２３年１０月改定） 

だきます） 

当社へ現金を持参し

て返済する方法 
○ ○

○

（全

額返

済の

み可）

○ ○

(略) 

（２０２２年４月改定） 

（変更）


